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住民課高齢者医療年金係  ☎64－7702

　国民年金の「第１号被保険者（農業や自営業者、
学生など）｣は、月額１６，３４０円（平成30年度）
の保険料を納めなければなりません。
　保険料を納め忘れて未納のままにしてしまうと、
将来受ける年金額が減額になるほか、年金が受け
られなくなる場合があるだけでなく、万が一の事
故などで障害者になったときの障害年金や、一家
の支え手が亡くなったときの遺族年金が受けられ
なくなることもあります。納め忘れている人は早
めに納めましょう。
　保険料の納付には口座振替の『早割』がお得で
便利です。これは、口座振替の指定日を納付期限
より１カ月早めることで、１カ月当たりの保険料
が50円割引になる制度です。また、一度手続きを
すれば、その後は毎月の保険料が指定の預貯金口
座から定期的に引き落とされるので、納め忘れの
心配もありません。
　この『早割』制度を希望される方は、①預貯金
通帳、②預貯金通帳届出印、③基礎年金番号が分
かるもの（年金手帳、国民年金保険料納付書な

ど）をお持ちの上、金融機関または年金事務所へ
お申し出ください。

　日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国
籍や職業にかかわらず、必ず国民年金に加入しま
す。また、次の人は申し出により、任意で国民年
金に加入できます。　
①60歳から65歳未満の人で、老齢基礎年金を受け
るための資格期間（保険料納付済期間、保険料免
除期間、学生納付特例期間および若年者納付猶予
期間を合計して10年を満たさない人や、満額の老
齢基礎年金を受けられない人）
②昭和40年４月１日以前に生まれた人で、老齢基
礎年金を受けるための資格期間を満たさない人
（70歳になるまでの間で、老齢基礎年金を受ける
ための資格期間を満たすまで加入できます）
③海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人

　詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
前橋年金事務所　国民年金課　
　　　　　　　　　 ☎０２７－２３１－１７０６
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